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19世紀前半期イギリスのファーニス

における土地寡頭制と鉄鉱山業

大 土 地 所 有 貴 族 と 鉄 道 業(1)

阿 知 羅 隆 雄

はじめに

19世紀半ばにはすでに産業草命を経てイギリスは，世界市場で干座を占め，

自由貿易による「至福 千 年 王 国 」 の 到 来 と も 思 わ れたあの「黄金時代」を築い

た。 I世界の工場」イギリスを中心とする世界市場の編成およびそれと相互規

定的に進行するイギ リ ス 本 国 で の 資 本 主 義 発 展 の いっそうの深化・拡大の過程

において，鉄道が太洋汽 船や 電信 とと もに 近代 的生産手段に適合した交通手段

として重要な役割を演じたことは，広〈知られた事実であるυ。

。およそ「社会的生産過程の一般的条件」としての鉄道業と機構制大工業との関連を一陣的に盤

理すれば次のようになる。第一に， r世界市場的関連をともなう大工業Jに適合的な交通手段へ

の変革は「工業や農業の生産様式に起きた革命」によっ C要請され，その結果である(1(.Marx， 

Das Kapital， Bd. 1. S. 404-405)。第二に，それ自体近代大工業の産物であるが I大規模な鉄

道建設と汽船による航臨とが原動機の建造に使用される巨大な機械を出現させるJことによっじ

大工業が「自分の足で立つ」ための「技術的基礎」の形成を促進する (Ebenda，S. 406)。第三

に，大工業が「自分の足で立ち」それに『適合した一般的生産条件が確立されれば，そのとき，

との経営様式は，一つの突事事』句飛躍的な拡大能力を獲得するのであって，この拡大能力はただ原

料と服売市場とにLかそ町制限を見いださないJ(Ebenda， S. 474)。第四に，近代的交通手段が，

こり犬工業に基づく経皆様式の「突発的飛躍的な拡大能力」の物的前提条件であるとすれば，同

時にそれは「機械生産物の安価」とともに「外国市場を征服するための武器」ともなる CEbenda，
S.406)。以上，総じて近代的交通千段は，資本制的生産。発展の「結果」であり， その「長件」

である (Ebenda，S. 650-651)。もとより鉄道は， I近代的生産手段に適した交通手段」であるば

かりでな<， I巨大な株式会社の基慌であり，同時に，担行会社を拍めとして，あbゆる他の株

式会社のため白出発点J(Kマルクス.1879年4月10日什，マルクスからダエエリソンへの手紙

『マルクス・エンゲルス全集よ大月書庖版第34巻， 299ページ〉でもある。このような意義を持

つ鉄道の建設を軸とした世界市場的連闘における先進国と後進国との資本主義発展の相互規定関

係の把握については，そのスケッチを与えている K マルクスの問書簡を参照せよ。なおイギリ

スにおける鉄道業白形成と発展については， 1. Simm阻民 TheRailway in E時land田 dWalesノ



19世紅前期イギリスのファーニスにおける土地主事頭制と鉄鉱山業 (211) 83 

ところで，わが国のイギリヘ鉄道史研究はいまだほとんど未開拓であるにも

かかわらずベイギりスの鉄道については，それが綿業および鉄工業にお円~る産

業 革命の先行を受けて形成 され た， とい うい わゆ る「 古典的生成過程」を辿っ

たとす る面で強〈イメージされてきてた。そこではイギリス鉄道全般の大まか

な 発 生史に着目されて，国家権力による鉄道の先導を通じて資本主義化が「上

からJ 1強制的」に推進されたものとされるいわゆZ後進国類型 一例とし

てロジアーーと鋭い対照をなすいわば鉄道発展の「古典ー的」類型として， もっ

ぱらイ ギリ スの それ は理解されてきたのである 830

しかし，欽坦の発生史だけでなく，その展開過程とイギリス資本主義発展に

¥18:;ひ 1914，Vol. 1， tllt; System and Its Working， Leicester University， 1978， H. Pollins:， 

Brit出 n's Railways: A.n lndustrial Hislory， 1971， T. C. Barker ancl C. 1. Savage， Aη 

Economic His加ry01 'l'ransporι3 rd ed.， 1974 (大久保哲夫訳「英国交通経済史J.19百年).

またj アメリカおよびヨ ロッハ諸国，そして植民地などの鉄道建設におけるイギリス資本と技

術が果たした役割についてはさしあたり，矢口孝次郎編著「イギリス帝国経済史の研究よ 昭和

49年I を参照せよ。

2) 1962年に小松芳喬民が，論文「イギりス経済史の一視点一一鉄道史研究の現状一一J(，史学雑

誌」第81編第11号， 1962年〉において，イギリスの学界でもこの分野の研究は重要性が認百曲され

ながらもほとんど無視きれてきたこと. 1近年」それについての経済史家による研究が開始され

コつある乙とを明らかにしながら，わが国におい ζもイギリ y、抵通史VJ研究が拍められるべきこ

とを提言した。以槙，本格的に研究が開始されたのは. 70年代に入ってからのことである。研究

成果としては. 1イギリス鉄道業の成立に就いて りヴァプール マンチェスター鉄道町基本

的性格一一J(1 橋論叢」第67巻第5号1972年). 1イギリス初期鉄道業の基本性格一一ストッ

グトン・ダーりントン鉄道をめくって一一一J(1流通経辞大学論集」第11巻第4号1977年〉など精

力的に研究成果か発表している湯沢威氏らの業績があげられるが， しかし，多〈は経営史的なア

プロ チからのもりであり，現状では. 19世紀イギリス資本主義発展と鉄道業という視点からつ

かまれるイギリス鉄道史申全体酷担握にまで主ヮているとは言い難い。

3) 鉄道史の類型論的把握の礎石となったのは，島恭彦「日本資本主義と固有鉄道J(1950年，島

恭車著作集第3巻「日本財政論J.1982年に所収〉である。そこ Cは，日メド国令鉄道四特質がその

発生史的岨握によって「市場の要求に先行し超越しつつ』国家資本或いは特権的財閥資本の形で

統合されて訂くところの願倒的発展白型J(前掲書:46ベージ〉と規定され，そり類型的把握の基準

として，イギリス鉄道りそれが「典型的自生的発展の型」と把握されている。もとより，われわ

れは尭生史的把握に基づく類型把握によって各国鉄道業の諸特質を抽出Lうることを否定するも

のではないが，問題は，イギリス鉄道更をめ r為政のよろな点にある。簡 に イギリス酷道史

の具体的な検討を欠いたまま，イギリス鉄道史の類型論的防巴揮が自明りものと Lて前提されてき

たことj 第二に，発土史把担に基づ〈類型が資本主義発展と銑遣業との関連にまで敷情されたと

き，後進国の場合には，鉄道建設が当該資本主義発展の「起点J.r出発点」として，イギUス0

場合には， モれが産業主位命四「時点J.1総括」としtっかまれ，専bその対比だけが問題とさ札

てきたこと， したがって第三にイギリス資本主義発展における鉄道の役割，特に資本主義発展。

「条件」として¢鉄道の役割については全〈と言ってL、し、ほど無祖されてきたことがそれである。
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果たした役割にまで視野を広げるならば，イギリス鉄道史は類型的に性急に一

面化されるのではなしむしろその先進性ゆえに鉄道が世界各地で果たす多種

多様な機能をイギリスの鉄道それ自身の発展の諸側面として凝縮して示してい

るという事実が浮びあがって〈るように思われる。われわれの研究は，既成の

類型把握に拘束されることなく，なによりもこのような事実に則すところから

おこなわれる。

ところで，イギリス鉄道史において無視し待なし、いまひとつの問題は，大土

地所有貴族と鉄道とのかかわりである。従来，わが国のイギリ λ 鉄道史研究に

あっては，土地所有貴族は鉄道建設に頑強に反対したものとしてだけ取り扱わ

れ，この地主の反対を克服して実現されたものであるからこそ，イギリス鉄道

史は「典型的な自生的発展の型」心を辿フたとされし，鉄道建設に対する土地所

有者の敵対的態度が強〈印象づけられてきた。

この見解は 3 イギ日スにおけるかつての通説的見解に依拠して展開されてき

たのであるがOJ これに批判的な近年の研究では，鉄道建設における地主の積

極的な役割を示す数多くの事例が示され，通説的見解が示唆していたほど事態

は単純でなかったことが次第に明らかにされつつあるへこれらの研究のなか

4) 島恭彦，前掲書， 46へジロ

5) 島教授が依拠したのは， 201世紀初頭の鉄道史家の標準的な見解を示す E.A. Pratt， A History 
ollnlαnd TranSpoTt and Communication in England， 1912である。 この時期には，一般的
に，当時のイギリス鉄道会社が植っている資本勘民主における耐え難い負担は，それらが建設され
た1840年代の国際的に比類を見ない高建設費用，特に建設に阻止酌な地主の態度によって余儀な
くされた宴大な土地購入費用に主な原因があコたとされていた。そこでは，当然「移動する怪物
loco-motive monsterJあるいは「悪魔のような機減 InfernalmachineJ として忌み嫌う地主の
態度か一面的に強調されといたのである。他に，標準的な見解を不ナものとして， W. T. Jack-

man， The D四，[0ゆmentof Transponion帥 ModernEngland， 1916， 2 nd. ed.， 1962 またこ
れらが準拠した古典的な研究としてはI J. Francis， A H川町y01 the English Railway; 1ts 
Social Relati，切t& Revelatio71s 1820-1845， 1851， Rep.， 1963がある。

6) 批判的な研究としては， D. Spring， The English Landed Estate in the Age of Coa1 and 
lron: 1830-80. Journal of E回 nω7licHistOT;Y. Vo1. XI， No. 1， 1951， H. Pollins， A Note of Rail 

way Constructional C白 ts1825-50， Economica， (N. S.)， Vol. XIX. No. 76. 1952， J.τWard， 
West Riding Landowners and the Railways， Journal 01 Transport Histo叩>Vol. IV， No. 4， 
1960， F.乱ιL.Thompson， English Landed So口etyin the Nineteenth Century， London， 19'63， 
D. Spring， English Lanoowners and Nineteenth Century IndUSf.rialism， in ]. T. Ward &ノ
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には， たとえば， J. T.ウォードのように， r地主ば， 数十年前に運河建設

を支持したのと同じように，は。じめから鉄道制度古支持したのであって，あの

よ く 知られた反対の事例は支持の事例によって相殺される」円とし，地主は土

地譲渡だけ Eなく「投資家，発起人，取締役としてもイギリ 7、鉄道史において

目覚しい役割を果したJ" とする見解さえあらわれているo

こ うした研究史を踏まえてベさしあたり，土地所有者の鉄道建設に対する

態度を整理して示せば，次のように要約することができょう。地主の鉄道建設

に対する態度を根底において規定していたのは自らの 家産管理 Management

of the family estate を 軸 に し た 土 地 所 有 独 自 の 利 害であったこと，そしてま

た，鉄 道が その 作用 を通じて家産管理の資本市j的展開の可能性をひとたび生み

出すと，鉄道史初期においてその態度が星雲状態にあった大土地所有貴族は，

家産管 理 と そ の 延 長 線上の利害に先導されて鉄道建設に積極的に関与したとい

、R.G. Wilsan (ed.)， Land and Industry: the Landed Estate 'and Indust円 alRevolutio叫
1971，銑道建設に地主が積極的な役割を果たした個別事例の研究としては， F. C. Mather， The 

Duke of Bridgewater's Trustees and the Coming of the Railways， Tr即日 出ons01 the Roy 
al H istorical Societメ 5th Ser.， Vo1. XIV， 1964， Dennis Whomsley， A Landed E剖ateanu 

the Railway: Hudders{ield 1844-54. Journal 01 Tronstort 印 刷ry(N. S.)， Vo1. II， No. 4， 

1974などがある。これらの研究では.遇税的見解， 特に土地譲渡価格についてのその見解が，

実証的に初淵芦れつつ，地主が鉄道建設に果たした積極的な役割の事例が紹介されている。なお，

鉄道会社への土地譲渡価格についてりわが国の研究として，高橋純一，イギリス資本主義確立期

における鉄道建設と土地所有， r歴史」第54輯， 19佃年，がある。

7) J. T. Wa，d，。ρ cit..p. 243 
8) ibid.， p. 249 

9) 鉄道建設に封する地主の態度についての真相は，イギリス資本主義発展の構造的特質をふま

えるならば， とり三つの流れをなす研究が示腔ずるいずれかの醐ιあったりではなく，そのいず

れ0側にもあったといえよう。それらを総合し，新しいイメージを形成するには，それらのいず

れの研究においても自覚的に貫かれてL、なqJ!角，資本主義発展における資本と土地所有の乍用

・反作用という視角が重要であると思われる。こうした視角からの研究史の詳しい検討は別動に

譲らざるを得ないが，ただここで確認しておかなければならないのは，近年目研究の最大の成果

と恩われる， 19世組士般を通じての鉄道建設に対す"地主白樺度に関する一つのスケッチである.

鉄道史初期においては，多くの地主D態度は，決して積極的ではなしむしろ阻止的でさえあっ

たが，幹線鉄道網が主の骨格においもほぼ完成されつつあ J た1810午代を境にして，それは一

変しJ 1864年の土地改良法 Improvernentof Land Act-~土地所有者に鉄道建設のための資企
調達の便宜をはかった立法一ーの頃には，地主の鉄道建設への支持の趨勢となってし!た。ただい

鉱山地域における鉄J宜建設に対する地主の態度ははじめから明瞭であった。自らの車産に有利で

あれば，産設の主事権さえ握り，促進し，そうでなければ，それに頑強に反対した。このような

スケッヂを示すものとしてD.Springの二つの研究が置れている。
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うことがそれである山。

このような地主による能動的な反作用が，イギロ λ 鉄道史の重要冷構成要素

の つであった。が，これは，それにとどまらない歴史的な意義を持っていた。

近年，わが国においても次第に関，むが向けられつつある 19世 紀 fギリス大土地

所有貴族の非農業的事業 non-agricu1turalenterprisesへの積極的関与におい

て， 鉄道業への関与は，最も重要な一つであったばかりでな<.その媒介的作

用 に よって他の分野への積概的関与をも促進したように思われる H)。もしこの

こと が実証的に明らかにされるならば，それは，イギりス「大士地所有階級の

驚嘆 すべき強靭な生命力Jl2}の秘密を解き明かすだけでな<，大土地所有貴族

が自 ら の 立 脚 点 の 一 つを資本におき，逆に，イギロス資本主義が大土地所有の

「富」をも資本に動員しつつ，あの「黄金時代」を築いた19世紀イギリス資本

主義発 展 の 具 体 的 な 歴史像に接近しうるより確かな手掛を与えるであろう 1330

10) 近代的土地所有は.資木に従属する土地所有であり，その限りでは，受動的な存在でしかな、、。

その点で，ぞれは資本関係およびその発展を許容せざるを得ないが，この与えられた条件町もと

で可能なかぎりの土地収益士極大化しうる仕方で許容するのである。乙こに，われわれが，土地

所有の独自性， したがってまた資本闘再への土地所有町能動的な反作用を問題にしうる根拠があ

る。鉄道建設へり地主の積極的関与についてもこの線から理解されるべきであって，これを「土

地所有者は『固定資本』の担い手として現実に資本家的椴能を遂行しJ (米川仲 ，経営史学の

成立と課題-ー現代イギりス社会への企業者史的アプローチの一試図， 大瞳久雄編「西洋経済

史J.1968年，別冊目へ シ)たJとするだけではことの本置にせまることはできないのではないか。

なお，この点については，資本関係創出過程における土地所有の能動的反作用の役買jを経済学前

に解明 L'I:こ尾崎芳治氏の次の諸論稿から多〈の示腔を得たυ 同，本源問蓄積の諸問題 「市民

主義的マルクス理解」批判序説一一，基礎経済科ド学研究所「経世科学通信J第15号， 1976毛同，

資本主義の本源的蓄積論，島恭彦監酵「講座現代経商学Jm， 1978年。

11) 非農業的事業への積極的関与については，さしあたり. J. T，‘ Ward & R. G. Wilson Ced.)， 

L叩 dand Industry，わが国ての研究としては， 島浩二， イギりス貴重失がJ大土地所有と所領開

発. r経済科学通信」第22号， 1978年j 同. 19世紀イギリスにおける住宅政策の展開. r阪甫論

集」第16，告第2号， 1981年を参照。

12) K. Marx， Das Katital， Bd. III. S. 734 
13) 土地所有の能動的反作用の歴史的意義をふまえた19世紀イギリス資本主義像については，従来，

陪とんど問題にきれて工なかった。その主たる原因として， イギりス資本主義発畏をいわゆる

「小生産者発達の経路」でcらえるわが国イギリス経済史の通説における資本主義発達や土地所

有の理論的分析にかかわるある種の抽象性とその現実「の無主基介的適応があげられる。 ζの点を

鋭〈理論的に解明したものとして，尾崎芳治，イギリス革命における農業・土地問題分析の視角，

京都大学経情芋会「経済論議」捕86巻第2号1960年がある。また，今日のイギりス資本主義発展

についての経済史学上の諸問題については，柴田・松浦編「近代イギリス史の再検討 1.1972年.



19世紀前期イギリスのファスにおける土地寡頭制と鉄鉱山業 (215) 87 

そこで，われわれは，鉄道がイギリス資本主義発展に果たした役割とそれを

前慌しつつ展開される土地所有の能動的反作用の具体相を解明し，その歴史的

意義を明らかにするという課題を，さしあたって，産業革命期イギリスの後進

地域ファーニス Furness半島における鉄道の形成と発展，およびその関連史

実に分析の対象を限定し，一個の地域史 localhistory的事例分析として果た

したし、。

ファ ーA 地方における資本主義発展は，この課題にとって好個の事例を提

供する。けだし，この地方で白鉄道建設は， もとより在来の小規模な鉄鉱山業

の漸次的な発展をある程度前提してはいたが，むしろ鉄道建設とそが鉄鉱山業

の本格的な展開をもたらし，製鉄業，その製品の輸出拠点としての港湾建設お

よび海運業，戻り荷として輸入される原材料の加工関連産業，そして造船業と

いった相関連する一連の諸産業の形成と発展をももたらし，この地方全体の資

本主義発展の債粁としての役割を果たしたからである。そのうえ， ζの全過程

が，広大な半島の大半を領有するイギリスでも屈指の大土地所有貴族を先頭と

する土地所有者の家産管理とその延長線上の利害によって先導されたからでも

ある'"。

この事例の分析は，本稿および以下一連の諸論稿において，順次おこなうこ

ととする。

1 77ーニスにおける土地寡頭制

ランカシアの最北端郡 hundred であるランズデイノレ Lonsdaleは，第 1図

で示されるように，クント河とその河口周辺から広がる theMorcca m be Ba y 

Sandsを境にして南北2つの部分に区分される。ファ一三ス(カートメノレ Cart.

14) ζDファーエス地方自，原料供給地域から，当時世界最大白ベッセマー工場を擁する新興の製
鉄業3也域への変貌は，鉄から鋼へ白時代における19世紀イギリス製鉄菜白地域的軸点の移行を構
成した要素吉あった。この意味で， この地方は，単なる事例分析以上の意義を持つ。なお，この
軸点移行については， Alan Birch， The Economic History 01 the British lron arid Steel In 
dustry， 1784-]879， 1967を毒照。
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とl手通t市 LonsdaleNorth of the Sands ζの:ltip，uO)，田 elを含む〉地域は，

この地域は，地理的にはカンプリア地方の飛地を

しかも，孤立的な地形むために，

扱われてきた。少な〈とも鉄道建設以前には，行政的な意味だけではなし歴

しばしば事実上の一つの郡と Lて取り

ばれる地域に位賢している。

なl-，

史的な意味においても つの完結じた単位をなしてきた山。

当該地域を他地域と結びつけると正に上って国内市場そうであってみれば，

この地域のその後の資本主義発展

15) William Father & J. Brownbill (ed.)， Tke Victoria History of tke COU71ty 01 Lancaster， 
Vol. VII， 1914，pp. 1-3， J. D. Marshall， Fi似 rnessand the Indust円α1Revolutio叫 1958，pp 
1-3. 

の一環に組みこむものとしての鉄道建設が，
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に果たした役割をいわばー種の実験室でのプロセスに似た明瞭さで見てとるこ

とができるとしても不思議でほないといえよう。ここに，この地域がわれわれ
I 

に好個の事例を提供すると思われる根拠の一半がある。

ところで，鉄道建設以前のファーニス地域は，鉄，銅;えレートなどの地下

鉱物資源，森林および水資源を利用する小規模な工場集落を擁していたものの，

一部には依然として旧耕地制度や旧耕作方法を残す小農経蛍の優勢な農業・農

村地域であったw，。ょのいわば土地自然と人間の直接的な結合形態を基礎とす

るような社会にあっては，それと相互規定的に土地所有のあり方が，社会の経

済秩序を規定するもっ Jとも重要な要素の一つであったといえよう。

そこで，後の考察に必要な限りで，まず土地所有の構造，次いでそれを前提

して成立する鉄鉱山業とそれを構成する諸利害の構造について明らかにしてお

」 号 -

4二フ。

まず，土地所有の構造について，考察してみよう。第 1表は，地租査定簿

land-tax assesmentに基く課税資産規棋の構成を表したものである。時代はや

や遡るが，それは19世紀はじめ頃の状況を推測しうると考えられるc 本表の資

産数に対して異なる名前の納税者数は 7-8割であったと思われるmo したが

って，本表は複数資産の所有，すなわち，大土地所有の状況については充分に

16) 9教区から構成されるこ白地埴民総面積，m''J250平方マイル，人口， 24，311人(1831年〉の比較
的人口希薄な地域であった。このとき，成人男子人口， 5，806人Dうち，農業に関与するものは，
2，627人.約45克であったG この地方の鉄泡建設以前の社会経宵史については， J.υ. MarshaU. 
op. cit.. Part 1， Furness Industry and Society befo.re the Railway Age.またカンブリア地方
のー構成部分としてのこの地方の歴史を概観したものとして.C. M. L. Bouch and G. P. Jone品

川 ortEconomic and Social H isto門 0/the Lake Co叩 ties1500-183ι1967 旧耕地制度の存
続およびそれに関連する研究として. H. Garenderers Pearson， The Town's Book of Biggar， 
Isle of Walney 1830-1895 Transactions 0/ Cumberlaπd & Westmorland Antiquarian & 

Archaeological Society， VoL 2 (N. 5.)， 1911， R. E. Porter. The Townfielcls of Coniston C. 
& W.， Vol. 29 (N. S.) 1929， WiboH sutler， TownfieJd of Broughton and Subberthwaitc 
in-Furness. C. &配 Vol.29' (N. S.)， 1929， T. H. Bainbridge， Land Utilisation in Cumbria 
in the Mid.Nineteenth Century as revealed by a Study of the τithe Returns， C. & W. 

Vol. 43 CN. S.)， 1943 
17) 1746年の Toverdi vision rJ)課税資産'41に対し，異なる納説者数はその90%にあたる37人であ

った(].D. Marshall， ot. cit.. p. 59. Note 4)。ζの点から推測されうる。
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第 1表地租査定薄課税資産規模構成 (1746と1790)

J-
…
 

n m I IV Iv 
日 D川150刊 001い1凶00"'5叩 1 5印0叩日ト~ 1ドエ-→カト一 (傍ω%m 〕

82引 68 の1 削 6.2幻)1 引 l 心川I 2 ω 2判〕川| 四 6 α仰0∞0ω.0
回肌2(佃5臼5幻|同叩即2(8.1υ) 1川30αω幻叫1 2 (ω0.1川〉川11却 ω0叫0ω 〉

X 
竺46 1 

[備考〕ファ ニ二ス全体の地租賦謀総額の9/10を占める 23divisions ~数値
[出典JJ. D. Marshall， Furnes$ and the 1:πdust円alRe叩 lution.1958， p. 57. table 4より作成.
註 原表民地泊額による規模分類を示したものであるが， ζ白地方における“acreequiva 

lent" すなわちエーカーあたりの課税額が4ヘンス未満であること，また原衰の作成者
J. D. Marshal1が 1シリング未満層を5エーカー未満の零細地片を占有す毛「小土地保
有者 smallholdersと小屋住農 cottagersJが主体をなしているとしている ζ とに基いて，
エカ 数士推定したものである。

示すこ正はできないという限界全持つものの，ある程度，規模別で見た土地所

有構成を近似的に表現しているといえよう o

1790年の資産規模構成を見れば， II (5 -50エーカー〕層の全体に占める割

合は， 55.2%となっており，最も大きい。次いで構成比で大きな層は， 1 ( 5エ

ーカー未満)層の34.0%である。これら下層の 2層合計，つまり 50エーカー以

下の資産規模の構成比~;;:，全体の突に90%を占めている。参考までに， 1746年

と9日年の両年を比較すれば， II (5エーカー〕層の漸次的減少と，それとは対

照的な最下層の 1 (5エーカー未満〕層および上層のm.IV層との増加が見て

とれる。

ζの地域における19世紀はじめごろの土地所有状況として，本表からわれわ

れが推測しうることは，土地所有の漸次的な集中を伴いながらも，大量の零細

土地所右が存仕し ω、たということ Cあろう。

では，本表では必ずしも明確とはならない大土地所有は，どの程度の規模て

あり，またそれはどのような階層のそれであったのだろうか。

この地域で隔絶した土地所有規模を誇るのは，ノミーリ γ トンイ白 thcEarl of 

Burlington・キャベンディ V 品家 theCa vendishesである U キャベンディ V ュ

家は，イギリスでも屈指の伝統的な大士地所有貴族であり，イングランド左ア
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イノレランドのいたるところに広大な土地資産を所有していた19J。それはこの地

域においては，阻止by1releth・マナの領主権を掌握し，農業所領，鉱山所領，

スレート採石場などを所有していた問。その規模は，この周辺で最も肥沃な農

地を含む卜ールト:/Dalton教区白土地資産だけでも， 4，483エーカーに達し，

全体では， 10，000斗ーカーをはるかに越える大きさであった問。

これにつく¥大土地所有者は，〆ックノレ 公 theDuke of Bucc1euchであ

る。かれは，かつて大修道院によョて直接支配されていた 7つのマナの領主権

を保持しド ルト γ周辺の採鉱地域に広大な所領を所有していた2九 第 1表で

示吉れる V (50口エーカー以臼層の 2つの十地資産はかれの資産であった。

ζれらに比すると程度こそ劣るが，大土地所有者として， 1，000エーカー以

上の資産を所有し， Pennington・7 ナ領主でもあるマンカスター男爵 theBar-

on of Muncaster22.九鉱山所領を所有し， Bolton ・マナ領主のダーピー伯 the

Earl of Derby2nがつづき，さらに，ジエントリ層(このなかにはマナ領主権

を掌握するものが含まれている〉がつづく加。

18) キキへンディシュ家は，その爵位取得が Justiceof King's bench として， 1377年白ワ v

トータイラーの反乱を鎮圧した功により，騎士 Knightの称号を得たときに遡ることができる，
イギリスでも古い家系である。この familyhistoryについては， Henry Leach， The Duke of 
Det'011shire一一一Atersonal and political Riography， 1904. pp. 1-21。 たお 19世紀白キ+へ

ンディシュ家の全所領規模は， 198，572エ カ であった。これについては， John Bateman， The 
Great Lαnd!ωm:rs of Gre叫 sri臼in-& lreland， 4th ed.， 1883， rep.， 1970， p. 130。

19) キャベンディシュ家のファーニスおよびカートメルにおける土地資産の形成は， 18世紀後半の
描姻と購入によってなさ札た。詳しくは， iにC.H. Lancs.， VIII， pp. 291-2，312， 396.婚姻によ
り取得した Lowther家所所領については.Lowther Bouch， Lowther of Marske CCleveland) 
and Holker， Transαction.s 01 Cumberland & Westmorland Antiquarian & Archaeological 
品ociety，Vol. 4 (N. 5.)， 1945. T. H. Bainbridge. op. cit.， p. 89 

20) J. D. Marshal， op. cit.， pp. 10， 73， T. H. Bainbridge， op. cit.， p. 89 

21) ibid. pp. 8-9， 93 ワァ エスにお日る所領および閣主権は，事方的， the Duke of Montagu 

の資産を 1812年に相続したことによ勺て得る。これについては，V. C. H. Lancs.， VIII， p.300. 
22) J. D. Marshall，ο't. cit.. p. 74. Lord Muncaster は. ]. c. C. Sawrey of Brou~hton.in-FlJrne3S 

から，その資産を継主主した。 17百年の Sawrey家白資産は， 9農場" 1宿Iltさらに 25人によ
って占有される69匂エ カーの土地であった。

23) Alfred Fell， The Eαrly Iron 1:ηd幻stry01 Furness ω~d District， 1st ecl.， 1908. new imp. 
1968. p_ 63-64 

24) J. D. Marshall， op_ ci九 pp.9，74 
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以上からわれわれは，さ Lあたりこの地域の土地所有の構造を次のように特

徴づけることができょう。それは，バーリントン伯・キャ Yベンディシュ家と

パックルー公の三人の伝統的貴族を先頭とする少数の隔絶した大土地所有者

が，その周りに大量の零細土地所有を従えて主主立しているといった構造，すな

わち，イギリス全体の土地所有構造の特質を立すあの「土地寡頭制 Bodenoli

garchi e J 2ti) rJ)縮図ともいうべき構造を呈していた，と。

と乙ろで，地租査定簿は，土地所有構造を示す有力な史料として，今日広く

その史料的意義を認められているとはいえ，それは，土地所有と土地保有の混

同あるいは土地保有態様 tenure の差異の無視といった欠陥を持っていること

もよ〈知られている加。われわれは，この欠陥を承知の上で，納税者を土地所

有者と見なして考察を進めてきたのであるが，との地域の零細土地所有者の多

〈は，言葉の厳密な意味で私有権者と見なすことはできない。というのは. 19 

世紀はじめ頃のこの地域においては，大土地所有者の所領でのリ ス・ホール

ド leasehold一一この時期のランカシ7北部で一般的に見られる lease for 

livesであったが を除けば，農民の土地保有態様は，慣習保有 customary

holdか自由保有 freehold のいずれかであり，そのうち，前者が支配的な保

25) Brief Marx and Luwig Kugelman， 29. Nov.， 1869， Marx Engels Werke， Bd. 32， S. 638， 

crマルクス エンゲルス全集J32巷， 526ベージ〉。この「土地寡頭制 Bodenoligarch】eJ概念
はj 周知のように，イングランド封働者陪扱の解放にとっての「アイルランド問題]の決定的重
要性を解明するという脈絡において，マルクスがイギリス「土地所有制度」を特徴つけた概念で
ある。そこでは，かれは，社会の「根底」をなすものとして「土地所有制度」を把握してくBrief
Marx and Luwig Kug-elman， 6. Apr.， 1862， Marx Engels Werke， Bd. 32， S.542，1全集J32巻，
556へージLそ円上で，イギリス社会の「根底」がたす「士地所有制度」は「地キ制度Jであり，

その構造を「土地寡頭制 BodenoligarchieJとして特徴づけている。従来，わが国のイギりス経
前史司通説に注らっては』すでに述べた理由から， ζの概念は』まとんど顧みられ忍ととがなかった

が，しかし，それは，近代イキリス資本主義尭達史融を構成する最も重要な鍵概念の一つである.
こD概念にいちはやく注目しつつイギリス近代史像の再構成を試みとものとして，尾崎芳治，マ

ルクス・エンゲルスのイギ〕ス革命論，姻江池田尾崎「而民革命の理論J1957年。また.19 
世紀イギリス土地寡頭剤UO)実証的研究としては，本多三~，. 19世紀後半アイルランドの土地闘争

と土地立法.r経済論叢」第112巻第1号1973年，同.19世紀抜ヰアイルヲンドにおける土地所有
関係とイギリス地主制度， 司第112巻第5号1973年， 島署三，イギリス茂業構造と土地所有白性
格1851-1871年，同第IIB鞍第1.2号1976年があるロ

26) 農業関胃、資料としての地租査定薄 LandTax Asses四nentfl)意義と限度について，椎名重明，
「イギリス産業革命矧の農業構造J，1962年を参陣地
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有態様であったからである 2730

言うまでもなく，慣習土地保有は領主の意志によって atthe will 01 the 

lord，マナの慣習に従って accordingto the custom of the manor，その保

有権が保証される土地保有である。この地域の慣習保有は，スコットランドと

の国境地方に見られたかつての国境警備奉仕保有 tenure by border service 

の転化したものである町。第 2表は，かつての大修道院領 Eあって，ハックル

第 2表マナの慣習と借地権 cu，tomsand tenant~right 

¥¥マ ナ Plaiu Furness ・マナ Kirkby lrel帥・マナ
J ー¥¥¥¥(日宗教所領(世俗領 主 所 領 〉
事lJ1i一 三二二よ一一一一二土竺竺竺土___~_I

l相続是るしま譲渡こ除して， 2 I権利承認 admissonに際Lて，

保有更改料 fineIヶ年ι年地代こ相当する保有吏 12日ヶ年の免役地代か quitrent 

|改科¢支払 1に当する保有更改料の支払

ト保有地の部分的な譲渡の永久的l領主の許可なく 7年間以上の
譲渡・その他n1二ム了二三てニ了、"'1 

いな禁止。保有地¢分割禁止 又貸禁止

一
補修されないで 2年間耕下されl故意の宜誓違反 perJury の場

ないままり保有地の没収"-合 10カ年の地代額の支払，反没収および罰則 1 '<h' '"" q.. V ""， v，~'n~.::.v""..... """， 

l 逆罪あるいは重罪の場合保有

未亡人の権利

結婚に伴ういわゆる freeben 

ch 未亡人が，死亡した夫の保

有地の 3分の 1をj 寡婦期間中

に保有する権利

地の没収

寡婦期間中，死亡した夫の保有

地の半分を保有する権利，ただ

い再婚あるいは不貞を働いた

場合，没収

マナ内の破損した提防の，自費 (border service: 1頭白馬と

奉 仕 義 務|での補修 (borderservice: 60 I馬具の準備と提供 ploughor 

(1日奉仕義務) 1 人の兵士，馬と馬具，能力に応 Iharrow service) 

じた武器の準備と提供〉

[出典1v. C， H， lTII， pp， 308， 322， 
Wilson Butler， The Customs and Tenant Right Tenures of the Northern Counties， 
C. & W" VoL 26， (N， 5，)， 1926， pp_ 326ー7，332

27) J. D. Marshal1， op. cit.， pp. 8-11 
28) Wil!ion Butler， The Cn針。msand Tenant Right Tenure沼 of'the Northern Counties， with 

particulars of those in the district of Furness in the County of Lancashire. C. & W.， Vol 
26 (N. 5.)， 1926，. p. 300.， C. M. L. Bouch a，nd G. P. Jones. op. cit.， p. 14 こ申保有権はノ
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一公がその領主権を掌握す二る PlainFurness ・7 ナとキャベンディシュ家が領

主権を掌屋する Kirkbylreleth・7 ナにおける慣習と tenant-right を示した

ものである問。このような保有権とそれに付随する諸義務を規定するマナの慣

習は， 15，6世紀どろに土地占有者の土地購入によって解体きれた 1つのマナ加

を除き， 16のマナで存続し，その実現を保証するマナ領主裁判所も定期的に閉

廷されていた30。

1926年にさえ地方史家 Wilson Butler は I今日，ファーニス地方には16

のマナが存在し，それらは~ナ裁判所，慣世，およびそれに関連する規則を

持っている」仰と指摘しτいる。さらに興味ある事実としてヲ ドーノレトン・マ

ナ内の今ャベンディシュ家所領が， 19世紀の人々によって“ Manor of Fur-

ness と呼ばれていたことを指摘しておかねばならない叩。というのは，それ

は，大所領では地主=借地農関係がマナ領主=慣習保有農関係に擬ぜられてい

たことを示唆Lているだけではなしこの地域におけるマナ制度存続の根強さ

をも示している土思える mらである。

以上の史実から，ファーェス地域における士地所有構造にあって， ?宇意きれ

なければならないことは，第一に，土地寡頭制の頂点に位置する大土地所有貴

族が，マナ領主権を掌握し，他方，その底辺をなす零細土地所有として現れる

、“ bodertenant-right"と呼ばれるものであって，定事地代の他に，文字どおわ年間40日聞の国
境警備義務を伴った。

29) 一般に， この地域ではかつての宗教領マナにおける保宥権は世悟領マナのそれよりも安定して
いたといわれる。表にあげた以外に，領主の死亡時に権利承認料の支払を義務ずけ ζいるマブが
存在した。 Ulverstonマナの一部 Cacertain fine)， Church Conistonマナ(年地代の15借と17
惜).Penn ingtonマナ L年地代白6惜〉が，それである。 これについてはJ Wilson Butler， op 
cit.， p. 331， V. C. H. Lancs.. VIII， pp. 3回'， 364

30) ibidリ p.29ゆ.

31) Bolton with Adgadey マナでは.19世杷桂半に廃止されたが他の15のマナでは.20世杷支
で定期的に開催されていた。それは，開廷間隔の長いもので2年に 11l!，短いもので l年に2度
開廷されていた。これについては ibid.，passim 

32) W. Butler， op. cit.. p. 324 
33) J. D. Marshall， ot. cit.， p. 10 ζれと同じように， この地域のマJト制度存続の根強さを示す

ものと LてJ free holdがマナ裁判所に仕出華務を伴う cU1stornaryfree hold であったことも
興味深し、。これについては.V. C. H. Lancs.， VIII， p. 377 
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土地所有の多〈が実際には慣習的土地保有であったこと，第二に，その保有権

" とそれに付随する諸義務を規定するマナの慣宵およびその実現を保証するマナ

裁判所が現実に機能を果たしていたということ，である。

もとより，これは，イギリ月草命後の事態であって，封建的土地保有関係

(領有一保有基軸の重層的物件体系)の存在を意味しないが，それは，その廃

棄のされ方，つまり領土的土地保有の私有権化によって慣習的土地保有のゲヴ

ェーレとしての権利を否定されながらもそれに付随する義務は「温存」された

こと加とかかわらせて理解されしねばならない。じたがって，その事態は，第 に，

農民の慣習的保有が「事実上の借地権」にすぎず，そのために土地寡頭制の頂

点に位置する犬士地所有貴族の土地所有規模は実際にはもっと大きなものとし

て現れるとと'"第二に，私的所有の形式の下であるが，領主的土地所有は，

Landlord.tenant関係において「人格的な隷属=および支配関係に基っく土地

所有の権力」耐として現れるということ，を示唆していると思われる。

まだ|日い諸関係が鰹ついたファーニ見地域における伝統的な大土地所有は，

私的所有の形式の下で，この地域の富の源泉である土地自然だけではなしそ

れに直接結合する人間(住民〕をも掌握するものとして現れていたm。それは

いわば「私有権としての領主権」耐の展開として現れる土地寡頭制の支配であ

ったo そのような土地寡頭制の下で土地自然を主要な生産手段とする鉄鉱山業

34) イギリス草命白土地変革については，尾崎芳治，イギりス革命の土地闘争，堀江英一編「イギ
りス革命。研究1， 1962年を参照。

35) 鉱山業。発展とともに賃借操誌権問ining1問問が慣習保有地凹stomaτylandに設定きれ
た事例が多〈みられるが，この時，賃借採鉱権が優先されかつての慣習保有地は，単なる賃借地
に転換された。ただし，この場合.かつての保有農は，一定期間内で自らの意志を通告し，採鉱
費用の3分の lを負担すれば経官権の3分の 1の権利が認められた(A.Fell， ot. cit.. pp. 31-
34ふ ともあれ，ょの転換は，慣習保有権が「事実上田惜地権」にす1"なかった証左であったと
いえよう。

36) K. Marx， D叫 Kapital，Bd.， 1. S. 161. 

37) こ ζでは，近代的土地所有の形成過程を封建領主による「宮白神泉J(~土地自然と人間自主主〉
の掌握から資本によるそれへの移行過程としてと bえている。この論点は. K マルクスD本源
的蓄積論。樟I~'的論点の一つである。とれについては黒崎芳治「労働と土地所有の歴史理論 I

(同民主宰白『経済史研究会』で司1983年10月 23日報告〉によ。て示唆された~O)である。
38) 尾崎芳治，前掲論文296ベージ。
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は，どのような生産形態をとり，それをめぐる諸利害はどのような構造を示し

ていたであろうか。

n 鉄鉱山業とその諸利害の構造

「この地域の鉄鉱石は， しばしば， トY当り 16，-....，，17....、ンドレットウェイ lの

鉄に，また，最劣等の鉱石 C さえ 1日 ~12ハンドレットウェイトの鉄に還元さ

れた」則。乙れは， 19世紀初頭にこの地域を訪れた農業改良委員会のR.W

Dicksonの報告である。このように欽含有率のきわめて高い赤鉄鉱鉱石 hae-

matite oreが，ファーヱス半島のほぼ中央部に位置するドールト γ教区周辺の

地表近〈に豊富に埋蔵され，その一部は露頭さえ形成していた40)。

この有事!な賦存状況のため，鉄鉱石の採卵『は古<13世紀にまで翻ることがで

きるが，それが鉄鉱山業としての姿態を整えるのは，いわゆる“ Gentleman

Ironmaster "によって， この地域に木炭製鉄業が導入された 18世紀初頭以降

のことである 41)0 19世紀に入ると木炭製鉄業は衰退し，それとともに漸次的に

発展してきた鉄鉱山業も 次的な後退を余儀なくされたが，ナポレオン戦争後

再び前世紀の最高水準を回復した。しかし，このときには，すでに鉱石は域内

で消費されることはなしそのほとんどすべてが域外に移出され，その品位の

高さのために，刃物などの高品位の鉱石を必要とする鉄製品の原料として，ま

た低品位の鉄鉱石との混同成分 mixing-component として，サウス・ウェイ

ノレズ，スタファドシア，ヨークシアのウエストライディングなどの製鉄業地域

に安定した市場を持っていた山。

39) R. W. Dickson， Agriculture 0/ Lancashire， 18日.p. 73， extracted in J. D. Marshall， ot 
cit'J p. 37.ファーニス・ヘマタイト鉱の鉄官有率は，平均約60%であるが，それはI Cleveland 
の鉱石のそれか，30%程度であったことを考えれば，極めて高いものであったと言えよう。

40) 賦存状況については， A. Fel1， op. cit.， p. 75 
41) この地域白木炭製鉄業の形成と発展については， A. Fellの研究以外に，それを概観したもの

としてI J. D. Marshall， 01>. cit.， pp目 19-41，Alan Birch. ot. cit.， pp. 33&-339 
42) FranCIs Leach. BarTO制 'n-Furness，Its Rise and ProgTess; with b円'efsketches 01出 lead

ing industry， 1872， p. 19 
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このような経路を辿って漸次的に発展してきた鉄鉱山業は， どのような階層

の人々によって担われていたゐであろうか。一般的には，それは，鉱夫. I鉄

鉱石尚人 Ironore merchantJ山と呼ばれる借地鉱山業者，および鉱山所有者

の3者から構成されていたと言えるが，問題は，かれらの相互関係である。

a 鉄鉱石商人の鉱夫支配

鉄道建設以前の主な鉄鉱石商人を一覧したのが第3表である。かれらは，そ

れぞれパートナーシザプを形成していたが，その各々の集団の特徴については

第 3表の備考欄に譲り，ここでは，全体としてのかれらと鉱夫との関係につい

て鉱山業の生産力的側面にも目をむけつつ明らかにしておこう。この点に関し

て，かれらが同時代人によって「鉄鉱石商人」と呼ばれていたことが示唆的で

あることをまずもって指摘しておかねばならない。

19世紀初頭にはすでにかつての「坑木による釣鐘状ピット timheredbell 

pitJ 坑口直径 5フィ一人坑底直径12フィート，深度20ヤードーーは姿を

消し，竪坑と水平坑による開坑方式がとられていた。しかし竪坑深度は深くは

なし最も深いところでも 45ヤードを越えることはなかった。概して，この地

域の鉱山業は小規模であり，冬季には採掘は全く中断されていた“九

採鉱は手掘法に依存し，使用される労働手段は，採鉱につるはしとたがね相，

坑内運搬には二輪手押し車 bal"row46
).捲揚装置にホース・ジンであった。ホ

y、・ジ Y に連結された捲揚装置には12個の桶または樽が装備され，それらが

一回転すれば 1トンの鉱石を捲揚られるように総積載量が計算されていた。排

4::1) Joseph Fisher. Popular Histo叩 01Barrow-in-Furness. 1891. p. 12. 
44) A. Fell， op. cit.， pp. 75-76， 79 
45) ibid.， p. 79. ζζで使用されてレたつるほしは両頭のもの一一一生長6インチ〈約 16cm)一一4

でありその一方の先端は鶴田〈ちばし状となり，もう一方の先端は，それによって鎖や模を岩石
に打ら込む ζ とができるように，ハンマ 状になっていた。

46) ibiム p.79.目動鐘状ピット時代には，坑内運搬に，桶と“ slavestick "と呼ばれる刻み目。
入った短棒が使用されていたc ζれから二輪手押し車による運搬へ自転換は.水平坑延長が仲び
るとともに必然イじされたと考えられる。両者はいずれも人力による運搬であったとはいえ，坑内
作業。分業という視点から，そり区別は重要である。というのは， ζの転換は，採鉱作業と運搬
との分離り萌芽を含んでいたと思われるからである。



鉄道建設以前の主要な鉄鉱右商人第 3表
昌

(

日

回

目

)

考

最大の鉱山業者。その前身は， 1835年に設立された
Newland Co. (=Gentleman Ironmaster)であるが，

木炭製鉄業の衰退ともに，その営業申立脚点を鉱山

業に移す。この地域最大の鉱山業者。

備鉱山名

Lindal Moor 
Pennington 

Whitriggs 

企業あるいは鉱山業者名

Harison， Ainsle & Co. Benson Harrison 

“ Montague Ainsle 

Thomas Roper 

パートナー

1838年に，ウルグアースト〆四銀行家，外科医，製

造業者によって設立。後に， C. S. Kennedy， G， Hud 
dlestonが独立し，解体される。

Chales Storr Kennedy 

George Huddleston 
James Park 
Richard S mith 

Thomas Petty 

Ul vt:reslun Minin区 Cu

Lindal Cote 

富裕な農民。 ThomasFisherは， rドールトン白鉱

夫の親爺 theFather of the Dalton minersJ と呼

ばれるひ

L一一一一一一一一一i 一一一一一ー一一一一一
I Butts Beck I J. Rawlinsonは， Fisherの甥。後にこの地域を代

I Ty，up 表する鉄鉱石商人Eなる。

Staiton 
Whitriggs 

部

E
m
蝉
刷
問
問
中

Butts Beck 

Whitriggs 

Thomas Fisher 
]oseph Fisher 

Thomas Fisher 

Robert Town 
Joseph Rawlinson 

Town & Rawlinson 

H. W. Schneiderは，国際的な金属取引業者で， 40 
年代初頭に参入し Fisher家から Whitriggsの権利

をえ500ポンドで購入u この時， Th町 nasFisherの

息子がマネイジャーとなる。

H. W. Schneider 
Ja"mes Farrell 
1am白 Davis

Furess Mining Co. 

Messrs乱1.Denny， R. Atkinson I Thwait Flat I 

&G. Ashburner 

恒竺n I 
[出暁1A， Fel1，噌.cit.， ]. Fisher， 0.ψ cit.， J. D. Marshal1， ot.のんから作成

Mess四 Fell
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水装置としては独自なものが設置されず，捲揚装置がそれに兼用されていた問。

40年代はじめごろに新L<参入してきた国際的な金属取引業者の H.W シュ

ナイダ は後に当時をふりかえめ「この地域では 2，3の見すぼら Lレホース・

ジンだけで採鉱Lていたj叫と述べているが，ぞれは，すでに鉱山業でも蒸気

機関が普及しつヮあった40年代において乙の地域の鉱山で使われていた労働手

段の1日態依然たる立ち遅れた状況を窺わせるに足る証言である。

成人男子8名を年間 6ヶ月以上の期間同時に雇用する義務を課した当時のリ

ース契約での最低稼行規模規定相，また i4名の坑内夫が地上夫の援助を得て

トン当り 2 シリング 3 ベンス~2 シリング 6 ベン且の請負価格で 1 日に 14 トン

の鉱石を採掘していた」叩とする同時代人の観察，これらから， 1坑当りの鉱

夫数は 8名程度であり，その労働組織は，坑内作業の一切をおこなう 4名の坑

内夫の大まかで恐ら〈流動的な分業を含む協業，踏揚作業を中心とする地上作

業を担う同数程度の地上夫の同様な協業，この二組のあいだの分業的編成を軸

とするものであったと恩われる。この道具と家畜に依拠する， 8名程度の鉱夫

からなる労働組織の内部では，恐らく徒弟制的階梯がみられ，少くとも直接の

労働にたいする指揮権は，かれらまたはかれらのなかの「親方」的人物に掌握

されざるをえなかった。

このように当面する時期の鉱山業における労働の技術的工程と社会的編成は，

初期鉱山マニュファグチュアのそれであったといえよう。

この原始的ともいえる鉱山業を支える鉱夫は，以前には半農・半鉱の小農層

に担われていたと考えられるが，当面ずる時期でtι かれらの漸次的な分解か

ら絶えず補充されるファーニス土地寡頭制lの最底辺を構成する小上地保有農

small holderかあるいは小屋住農 cottagerであった。かれらは，家計補充的

47) ibid.， p. 76-78 なお， ζの時期に蒸気排水を導入していたのは， U 1 verston Mining Co. rJ) 

Lindal Cote鉱山のみで，それは例外的であった(J.D. Marahall， op. cit.， pp. 174， 195). 
48) F. Leach， op. cit.， Appendix， p. 213 
4.9) A. FeU. ot. cit.， pp. 17， 32-34 
50) J. D. Marshall. op. cit.. p. 36， R. W. Dicksonの観察として伝えている。
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な農業経営を営みながら，自前のつるはしとたがね，ホース・ジ γで使われる

馬によって採掘し，集団請負の形態でかあるいは下請人 sub-contractor の下

で集団稼行していた5九 ζの請負頭かあるいは下請人が，直接の労働にたいす

る指揮権を掌握してた人物であり，そして.かれらと鉱夫との関係においては

家父長的関係が支配Lていたように思われる。そのことは，富裕な農民であり，

恐らく鉱夫頭から鉄鉱石商人に上昇転化したと思われる ThomasFisher (第1

表参照〕が，同時代人によって「ド ルトン鉱夫の親爺 theFather of the Dal 

ton mlnersJ山と呼ばれていたことから窺い知ることができる U

これに対~，鉄鉱石商人は，賃借Lた鉱区数と同数の鉱夫集団かあるいは下

請人t請負契約者結び，採鉱作業を請負作業にもっぱら依存させながら，賃借

した鉱区に，主要な生産手段であり出来高測定器でもあるホース・ジンを設置

することによって，ただ出来高坑口査定を通じてのみ生産に干与し，労働指揮

権をわずかに間接に製肘しえたにすぎなかった叩。鉱区でのかれらの日常的な

業務は，出来高坑口査定にかぎられ，むしろ主たる業務は，請負価格の支払い

を通じて採掘された鉱石を集積し，それを販売することにあった。

この場合注意しなければならないことは，かれらは，賃借採鉱権に基づき，

経営対象としての鉱区をわがものにしつつ，請負採掘によって得た鉱石の転売

をもっぱらとした，ということである。これは事実上の鉱区の文貸 sub-letting

ともいうべき事態であって，鉄鉱石商人は，この事実上の文貸を通じて，原料

支配を基礎に展開する製造業における問屋制的支配と同じような支配を実現し

ていたといえよう。製造業における問屋制的支配が原料支配に基礎を置いてい

51) ibid.. p. 39掘進作業についてもファザムごとに費術級教的に増加する請負価格が支払われて
いた(1¥.Fcll. ot. cit.， p. 79)。このような鉱土群の集団請負制あるいは下請制といえば，イギ
リス炭鉱業におけるチャ ター・システム chartersystemやその頑落形態すあり， 19世紀の中
葉以降まと根強く存在したJ、ッティ・システム buttysyste田が想起されるが，ゾァーユ λのそ
れも，それらと同様町も0であったと考えられるロチャーター・システムおよひパ少ティ・シス
テムについては，さ Lあたり，吉村朔央「イギリス炭鉱封働史の研究J，1975年，を参照。

52) Joseph Fisher， ot. cit.， p. 42 
53) ζの場合，ホース シンを製作した大工がそのまま手代として坑ロ査定に従事した (A.FdI. 

ot. cit.. p. 84.)。
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たとすれば，ここではそれは経営対象としての鉱区独占に基礎を置いていた。

このような鉱夫に対するかれらの支配こそ，かれらが「鉄鉱石商人」と呼ばれ

ていた所以であったと思われる。

このように，当面するファーニ月鉄鉱山業においては，採掘は，周辺農村に

住む小土地保有農および小屋住農を中心とする鉱夫群の，道具と家畜とに依拠

する集団稼行によってお ζ なわれ，乙の集団稼行形態の上に r鉄鉱石商人」

と呼ばれる借地鉱山業者が君臨し，鉱夫群への問屋制的支配を実現していたの

である。

b 土地所有の鉱山業支配

しかし，この鉄鉱石商人の鉱山業支配も，ここではあの土地寡頭制の支配を

前提にしではじめて成立していた。

革命後のイギリスにおいては，金，銀を除〈地下鉱物資源は，地表の所有権

に帰属したことは周知のことである。それは，マナ内のフリーホルド以外の土

地，たとえば慣習保有地，共同地，荒蕪地などの地下鉱物資源が，マナ領主権

に帰属したことをも意味していたのは言うまでもない刷。

19世紀前半期，この地域における最大の鉱山所有者は，鉱山が集中するドー

ルトン・マナおよびプレイン・ファーユス PlainFuness・マナの領主権を掌握

するパックルー公であった。当時， rファーニスのベノレー」と呼ばれ，この地

方随ーの生産高を誇る Whitriggs鉱山をはじめ，ハックノレー公が所有する鉱

山の総生産高はこの地域のそれのほぼ50~60%を占めていた。これに次ぐ大鉱

山所有者はハーリントン伯であり，かれの所有する鉱山が残りの大部分を生産

5の イギリス鉱山法。歴史において，たとえば J.V ネフのように(さしあたって， lohn V. Nef， 
Industry and Governme叫問 Franceand England. 1540-1640， 1957，紀藤，隅田共訳 D6，
7世紀の産業と政治J.1958を参照せよ).Regina V9. Nonhumberland訴訟事件に対する1568年
の財務裁判所 COUItof Exchequer判決を， その画期として高〈評価する見解ι これに対し
て，イギリス草命期の1688-9年の議会法令 parJiamentarystatute をそれとして高〈評価する
見解がある。イギリス革命の性格と関わって，この対立には重大な諸点を含む。ここでは，苫 L

あたりま旨摘まで。
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第4蓑鉄道建設以前の鉱山所有

鉱 山 所 有者コ 鉱山名 ( )内マナ

the Duke of Bucc1euch Whitriggs， Lindat Moor， Lindal Cote， Crossgates， 
Butts Beck， Eilliscale， Tytup (以上， Plain Fur. 
nessマナ)， Plu岬 ton(Ulverstonマナ〉

the Earl of Burlington Stainton， Holmebank and Great Close (Muchl吐la凶町n
マナ)， Adgar叶ley (Bolt町 1wlt出h Adg.町rley マナ)，
TI古lWal抗tF到1.叫t(PI.剖1阻nFurnessマナ〉

the Baron of Muncas回 Penni暗印n(Penningtonマナ〉

the Earl of D町 by I Bolton Heads， Old HユIb(刷回nwith Adgarley 

マナ〕

[出典)AHred Fel1. Op. cit.， pp. 10-73吋 JosephFisher， op. cit.， pp. 41-42， 61-71， 113-126.， 
]. D. Marshall， op. cit.， pa釘聞から作成。

していた。かれはプレイン・ファーニス・マナ内の Wetflat鉱山，マッチラン

ド Muchland・7 ナ内の Staiton鉱山を自由保有鉱山 free hold mine とし

て所有していた。

この地域の鉄鉱石のすべてがこの 2人の貴族の所有する鉱山から採掘されて

いたと言っても過言ではないが，それ以外に鉱山所有者をあげるとすればマ y

カスター男爵とダービー伯である。かれらは，自らの 7 ナ内に 7 ナ領主として

それぞれ鉱山を所有していた。

鉄鉱石商人は，このような伝統的な土地所有貴族，特に土地寡頭制の頂点に

位置する二人の貴族による鉄鉱石資源の独占的な所有を前提とし，かれらから

賃借採鉱権 miningleaseを獲得しなければならなかった。このときの賃借採

鉱権は，契約期間21年，鉱山使用料トン当り 1シリング 6ベンλ 程度とされて

いた5530 ともあれし，鉄鉱石商人の鉱山業経営したがってまた鉱夫支配は， こζ

55) c.の地域においてはじめてトンあたり地代田叩age.entとして鉱山使用料を規定した賃借採
鉱権は1714年に theDuke of Montagueが WilliamMatsonなる人物に与えた賃借採鉱権で
ある。これは，契約期間21ヶ年 6トンの鉱石に対し7シリングの鉱山使用料を規定し， さらに
「契約期間中，年年6ヶ月間，最低6人の成人男子鉱夫を雇用し，同時に就業させる」という付
帯義務を伴うものであった。 ζれ以前の賃借採鉱権は固定竿地代を規定し，一度に3ピv ト以上
の閲坑を禁止する続行規棋制限条項を含んでいた CA.Fell， op. cit.， p.3)。ζの地代支払形態ノ
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では当然のことながら大土地所有貴族による鉄鉱石資源独占を前提としなけれ

ばならなかったこと，これが.と地所有を考慮にいれることによって鉱山業が

受けとる規定性の第一。

第二に，それは旧い諸関係の纏付いた Landlord-tenant 関係セ前提としな

ければならなかった。すでに述べたように鉄鉱石商人と鉱夫との関係は，初期

鉱山マヱュ段階の特徴を示す労働の技術的工程と社会的編成，そして直接生産

者と生産手段との癒着の残存の上に築かれていた。これを， r労働にたいする

資本の指揮権」の観点から見れば'"九鉄鉱石商人は，坑口査定に基っく請負伺

格の支配・統制を通じて間接的にそれを実現していたl と同時に間接的にしか

それを実現しえていなかったといえよう。資本としての労働にたいするこの指

揮権の未成熟一一それは，かれらの，鉱山業支配の主たる立脚点が小規模請負

生産にたいする相対的に大規模な商業的機能の優越にあったのと，同一事態の

二つの現れの一つであったが一一ゆえに，かれらの鉱夫の確保と剰余労働の強

制は， I日い諸関係の痕跡をとどめる Landlord-tenant関係，つまり鉱夫の零細

土地保有者としての領主への従属を背景とし，それによって補完されねばなら

なかった。恐ら〈ここでは鉱区の賃借はまま領主権の賃借を含むものであった

と思われる。

鉄鉱石資源の独占的所有，鉱夫の佐保と剰余労働の強制における旧い諸関係

自痕跡をとどめる Landlord-tenant関係による補完， ζ れらは， ょの段階の

鉄鉱山業における「土地所有の優位」の不可避的な結果であり，一方で高率

、及び重量行規制の転換は，鉱山業の発展に伴い耕地利用に対する採鉱利用の優位が確立しつつある
ことを反映した本のであると考えられる。との点において，ぞれは賃借探鉱構D歴史において一
つの画期をなし，それ以降りリーλ契約の原型となった。なお.179均年四Lord-Muncaterによ
って与えられてたりース契約には，一種白スヲイディ γグ・スケール制が導入されていた。それ
は，通常の坑口価格9シリング0)3分の lないし2分自1の価格上下動が 3ヶ月持続した場合，
そり上昇分あるいは下落分に比例して地代額を変動させるというものであった。ただし乙の時期
においては，これは例外的であり， ファー=スにおいてスライデ4ングースケ}ル制が一般化す
るのは19世紀世半臥唖白ことである。これについては，ibid. pp. 50-51. 

56) K. Marx， op. cit.. S. 329 マルクスの資本概念。本質的内容が専市助労働指揮権であること
を開示して，資本概念を展開した尾崎芳治，資本主義から社会主義「経済J.1975年6月号，を
参照。



104 (232) 

〈、

BROUGHTON 

第 136巻第2号

第2岡 鉄道建設以前申鉄鉱山と鉱石運搬路
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の鉱山使用料を実視させ，他方でそれに相関する低い請負価格を強いるもので

あった。
. 

第三に，鉄鉱石商人の鉱山業支配は大土地所有による域内鉄鉱石輸送支配を

前提としなければならなかった。この支配は二重であった。その一つは，領主

による通行地代 waylcavcrcnt の徴収権である o 通行地代は，よ〈知られて

いるように鉱石運搬通路をはじめ，鉱業用建物や施設の用地等の包括的な使用

料として鉱区借地人から徴収されるものである。

いま一つは，農民の荷馬車輸送に対する権益である。当時，鉄鉱石は第 2図

で示されるようにファーニス半島のここかし ζに分散する積出埠頭までの鉄鉱

石運搬は，周辺農民の荷馬車 cart によっていた間。農民は，鉄鉱石商人から

1 トンの鉄鉱石の運搬に対~1 シリング 6 ベン月の支払を受けていたが，ここ

で重要なことは，農民による鉱石運搬をたんなる農民的営業とだけ見なすわけ

にいかない， ということである。農民が鉄鉱石運搬をおこないうるかどうかは，

領主の意志の範囲内にあった。この点は， A. Fell の指摘するとおり，一般に

「鉄鉱石運搬の便宜を賃借入に保証する決場に対する地代は，それを伴わない

農場の地代に比べて高率であった。たとえば， Lowwoodでは，ある土地の地

代は，鉱石の運搬にたいして占有者が受け取る額を考慮して決定された」聞と

いう事実のなかに表現されているといえよう。

このような農場を独占的に所有していたのはこの周辺に広大な所領をもつあ

のー人の大土地所有貴族であった。かれらは，域内の鉄鉱石運搬にも支配的な

権益をにぎっていたものと也、定して恐らく誤りないだろう。

結びにかえて

以トの上うに大土地所有貴族の鉱石資源の独占的所有，鉄鉱石商人の鉱夫

の確保および剰余労働の強制における Landlord-tenant関係による補完的役

57) 農民の荷馬車輸送についいては， J. Fisher， op. cit.， pp. 36-39 
58) A. Fell， op. cit.， p. 302 
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割，農民の鉄鉱石運搬に対する地主支配7 これbすべてのことは，プァ一二ス

鉄鉱山菜が，土地所有によ~"冨の源米(=土地白然と人間自然〉の掌握から資

本によるそれへの移行一一ιの過程の内部では，旧土地所有は，資本の発展と

ともにかつては臼らが掌握していた富の源泉主資本に譲り渡し，自らをたんな

る所有対象としての土地の独占に限定していくのであるが の，過渡的状況

にあフたことを示唆するものである。比喰的にいえば，鉄鉱lli業は旧い諸関係

の痕跡をとどめる「土地寡頭制j の支配にすっぽわまるどと包み込まれていた

左いえ上う。これが，鉄道建設以前に見い出されるファーニス鉄鉱山業の現実

の姿であった。

(1984. 10) 


